
（単位：千円） ハローワーク藤井寺管内

２０歳 ２５歳 ３０歳 ３５歳 ４０歳 ４５歳 ５０歳 ５５歳 ６０歳 ６５歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

１９歳 ２４歳 ２９歳 ３４歳 ３９歳 ４４歳 ４９歳 ５４歳 ５９歳 ６４歳

264 209 228 257 283 280 285 268 278 285 289 223

管 理 的 職 業 322 208 -- 221 383 304 -- 403 403 537 226 265

専 門 的 ・ 技 術 的 職 業 299 226 237 295 319 338 332 290 309 323 398 280

事 務 的 職 業 249 210 214 241 272 247 246 264 238 263 260 310

販 売 の 職 業 259 197 230 269 274 293 311 239 241 275 271 191

サ ー ビ ス の 職 業 237 192 226 229 241 218 230 239 267 270 260 187

保 安 の 職 業 197 -- -- 225 -- 250 -- -- 245 180 -- 187

農 林 漁 業 の 職 業 229 -- -- 229 -- 155 305 310 -- 148 -- --

生 産 工 程 の 職 業 230 212 211 217 237 241 256 234 239 236 257 204

輸 送 ・ 機 械 運 転 の 職 業 280 -- 211 274 269 254 247 330 310 312 256 211

建 設 ・ 採 掘 の 職 業 262 214 229 265 283 303 294 220 294 295 261 395

運 搬 ・ 清 掃 ・ 包 装 等 の 職 業 258 -- 218 246 299 234 280 271 308 272 211 261

建 設 業 264 217 228 265 283 293 274 256 281 298 314 295

製 造 業 246 220 216 229 260 253 256 252 261 277 296 206

情 報 通 信 業 250 -- -- -- -- 250 -- -- 250 -- -- --

運 輸 業 , 郵 便 業 274 -- 251 264 280 237 264 289 298 304 233 280

卸 売 業 , 小 売 業 261 212 239 264 256 261 281 279 276 280 247 234

学術研究 ,専門･技術サービス業 260 -- 259 260 265 272 291 203 382 168 100 --

宿 泊 業 , 飲 食 サ ー ビ ス 業 238 240 237 219 260 277 450 214 211 198 244 200

生活関連サービス業 ,娯楽業 219 195 218 217 231 178 219 250 -- 414 -- 131

教 育 , 学 習 支 援 業 356 208 245 259 335 397 400 436 410 476 461 --

医 療 , 福 祉 271 184 231 277 321 315 284 244 266 254 322 248

サ ー ビ ス 業
（ 他 に 分 類 さ れ な い も の ）

258 219 210 260 285 243 302 314 272 276 281 205

４ 人 以 下 248 215 222 261 266 238 251 236 270 241 263 225

５ ～ ２ ９ 人 253 217 229 251 255 253 267 250 282 277 263 221

３ ０ ～ ９ ９ 人 256 205 232 239 261 279 261 280 261 277 299 216

１ ０ ０ ～ ２ ９ ９ 人 274 212 229 260 311 269 321 264 276 298 331 250

３ ０ ０ ～ ４ ９ ９ 人 311 264 241 284 389 367 227 313 324 295 346 171

５ ０ ０ ～ ９ ９ ９ 人 313 -- 229 293 329 380 388 322 364 529 507 650

１ ０ ０ ０ 人 以 上 248 173 207 256 272 268 263 280 360 349 -- 131
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※１　３ヶ月ごとにおける「雇用保険被保険者資格取得届」の賃金欄のデータをとりまとめたもの。
※２　雇用形態が常用であり、税込み額。毎月決まって支払われる各種手当（通勤手当等）を含む。パートタイマー、季節労働者、日雇労働者、
　　　派遣労働者、有期契約労働者は含まない。時間外手当、賞与など臨時の給与は含まない。
※３　平成23年６月改定の「厚生労働省編職業分類」に基づく区分。

中途採用者採用時賃金情報（令和7年4月～令和7年6月）
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